
令和 8年度 塙町会計年度任用職員募集要項（はなわこども園） 

 

1 会計年度任用職員とは 

会計年度任用職員は、令和 2年度に制度化され、施行されました。地方公務員

法が適用になる一般職の地方公務員で、会計年度（4月から翌年 3月末）ごと

の 1年を任期とした非常勤職員です。 

 

2 募集職種及び人数 

別紙 塙町会計年度任用職員一覧表（はなわこども園関係）のとおり 

 

3 別紙 塙町会計年度任用職員一覧表の応募資格を満たしている人でも、次の

(1)及び(2)のいずれかに該当する人は受験できません。 

(1)地方公務員法第 16条各号に該当する人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

・塙町の職員として懲戒免職の処分を受けその処分の日から 2年を経過しな 

い人 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政 

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

(2)日本国籍を有しない人 

(活動に制限のない在留の資格を取得している人又は令和 9 年 3 月 31 日ま

でにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。) 

  

4 任用期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

※従事の事業が翌年度も継続された場合に限り、人事評価結果等を踏まえ、翌

年度に再度任用されることがあります。 

※採用は全て条件付きで、原則として採用から 1か月間を良好な成績で勤務し

た時に正式採用となります。 

 

5 勤務条件等(予定) 

(1)給料(報酬) 

別紙 会計年度任用職員一覧表のとおり 

※職種、経験年数、勤務時間等により決定します。 

 



（2）諸手当 

①期末手当・勤勉手当 

支給対象：勤務時間が週 15時間 30分以上で、任用期間が 6月以上の方 

支給率：在職期間や評価に応じて、所定の割合を乗じた額を支給 

 

②通勤手当(費用弁償) 

通勤距離が片道 2km以上の場合に距離数に応じて支給します。 

 

③時間外勤務手当、休日勤務手当等 

 

（3）福 利 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入 

※加入条件を満たす場合に加入します。 

 

（4）休 暇 

①年次有給休暇 勤務時間や任用期間に応じた年次有給休暇が付与されます。 

  (労働基準法の規定に準じます。) 

②特別休暇 公民権の行使、忌引、夏季休暇などの特別休暇があります。 

※有給休暇と無給休暇があります。 

 

6 応募方法、採用試験について 

(1)受付期間 令和 8年 2月 26日(木)～令和 8年 3月 31日(火)まで 

※持参による場合は、土日祝日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

※郵便又は信書便の場合は期限内に到着したものに限り受け付けます。 

 

(2)提出書類 塙町会計年度任用職員採用申込書・履歴書 

(上半身、無帽のもので最近 3ヶ月以内に撮影した写真を添付すること) 

 ※資格が必要な職種に応募する場合は、資格免許の写し 

 

 

 

(3)申込書の提出先 

  

〒963-5405 東白川郡塙町大字塙字材木町字 70番地 10  

はなわこども園管理係 TEL 0247-57-8700 

 



※選考申込書は、はなわこども園で受領するか、塙町ホームページ

(http://www.town.hanawa.fukushima.jp/)からダウンロードしてください。 

 

※注意事項 

・郵送の場合、封筒に赤字で「会計年度任用職員申込」と書いてください。 

・郵便の場合、万が一未着の事故が発生しても、受付期間内に郵便又は信書便で

申し込んだことが明確に確認できない場合は受理しません。また、切手料金不

足等の申込者の責による申し込み遅延等の場合も、理由の如何を問わず受理

しません。なお、提出書類は返却しません。 

 

(4)採用試験 

 ①試験日時 面接日時は、書類審査合格者にご連絡します 

②試験会場 はなわこども園内で実施予定 

③試験内容 面接試験 

④結果通知 面接受験者全員に採用の可否を通知します。 

 

7 個人情報の取扱い 

本試験に関して収集した個人情報については、本試験の選考、試験結果通知書

の発送及び採用の手続き、配属先の決定以外には利用しません。 

 また、提出された書類は返却しません。 

 

 不明な点がありましたら、はなわこども園管理係へお問い合わせください。

（平日 午前 9時から午後 5時まで） 

http://www.town.hanawa.fukushima.jp/

